
平
成
二
十
五
年
八
月
五
日
提
出

質

問

第

一

四

号

刑
事
事
件
の
被
疑
者
及
び
被
告
人
に
対
す
る
精
神
鑑
定
に
関
す
る
質
問
主
意
書提

出

者

鈴

木

貴

子
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刑
事
事
件
の
被
疑
者
及
び
被
告
人
に
対
す
る
精
神
鑑
定
に
関
す
る
質
問
主
意
書

精
神
障
害
者
に
よ
る
犯
罪
及
び
触
法
精
神
障
害
者
の
処
遇
が
社
会
問
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
以
下
の
と
お
り
質

問
す
る
。

一

刑
事
事
件
の
被
疑
者
及
び
被
告
人
に
対
し
て
実
施
さ
れ
る
精
神
鑑
定
（
以
下
「
精
神
鑑
定
」
と
い
う
。
）
に
は
ど
の
よ
う

な
種
類
が
あ
る
の
か
、
そ
れ
ぞ
れ
の
趣
旨
及
び
法
的
根
拠
と
と
も
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

東
京
地
方
検
察
庁
に
は
精
神
鑑
定
の
た
め
の
精
神
診
断
室
が
設
け
ら
れ
て
い
る
と
承
知
す
る
が
、
そ
れ
は
事
実
か
。
事
実

と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
い
つ
設
置
さ
れ
た
の
か
、
現
在
何
室
あ
る
の
か
、
ま
た
、
そ
れ
ら
が
最
近
五
年
間
で
精
神
鑑
定
の
た
め

に
使
用
さ
れ
た
回
数
及
び
精
神
鑑
定
へ
の
検
察
庁
職
員
の
立
会
い
の
有
無
を
、
精
神
鑑
定
の
種
類
ご
と
に
明
ら
か
に
さ
れ
、

東
京
地
方
検
察
庁
に
お
け
る
現
在
の
精
神
鑑
定
の
実
施
体
制
に
つ
い
て
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

三

東
京
地
方
検
察
庁
以
外
で
、
「
精
神
診
断
室
」
も
し
く
は
同
様
の
施
設
が
設
け
ら
れ
て
い
る
地
方
検
察
庁
は
あ
る
か
。
あ

れ
ば
そ
の
検
察
庁
の
名
称
と
、
そ
れ
ぞ
れ
い
つ
設
置
さ
れ
た
の
か
、
現
在
何
室
あ
る
の
か
、
ま
た
、
そ
れ
ら
が
過
去
五
年
間

で
精
神
鑑
定
の
た
め
に
使
用
さ
れ
た
回
数
及
び
精
神
鑑
定
へ
の
検
察
庁
職
員
の
立
会
い
の
有
無
を
、
精
神
鑑
定
の
種
類
ご
と

に
明
ら
か
に
さ
れ
、
東
京
地
方
検
察
庁
以
外
の
地
方
検
察
庁
に
お
け
る
現
在
の
精
神
鑑
定
の
実
施
体
制
に
つ
い
て
政
府
の
見

一



解
を
示
さ
れ
た
い
。

四

精
神
鑑
定
は
拘
置
所
で
実
施
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
承
知
す
る
が
、
そ
れ
は
事
実
か
。
事
実
と
す
れ
ば
、
過
去
五
年
間
で

精
神
鑑
定
が
実
施
さ
れ
た
こ
と
の
あ
る
拘
置
所
の
名
称
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
拘
置
所
で
過
去
五
年
間
に
実
施
さ
れ
た
精
神
鑑
定

の
回
数
、
精
神
鑑
定
が
実
施
さ
れ
た
拘
置
所
内
の
場
所
及
び
精
神
鑑
定
へ
の
検
察
庁
職
員
も
し
く
は
拘
置
所
職
員
の
立
会
い

の
有
無
を
、
精
神
鑑
定
の
種
類
ご
と
に
明
ら
か
に
さ
れ
、
拘
置
所
に
お
け
る
現
在
の
精
神
鑑
定
の
実
施
体
制
に
つ
い
て
政
府

の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


